
(7)ひ とり親家庭の子どもが困らないように

《ひと列豚落への支援を推進チる》

□子育て 。生活支援

・ 保育所の優先入所やヘルパーの派遣などによる子育てや家事支援などを

推進します:

□就業支援

・ 母子家庭等就業・自立支援センターやハローワーク等による就業支援、

職業訓練などによる資格・技能の取得支援、在宅就業等を推進します。

□経済的支援の充実
。 児童扶養手当について、母子家庭だけでなく父子家庭にも支給すること

とするとともに、母子家庭の自立を支援する観点から、母子寡婦福祉貸付

金の貸付け等の充実を図ります。

また、平成21年 12月 に復活した生活保護の母子加算を引き続き支給

します:                      .｀ 1

□養育費の確保

・ 養育費相談支援センターや母子家庭等就業 。自立支援センター等におい  :
て、養育費に関する専門知識を有する相談員が、養育費の取り決め等につ

いて相談・情報提供を行うとともに、養育費相談支援センタニにおぃて相

談員の研修等を実施します。

(8)特に支援が必要な子どもが健やかに育つように

《障害のあるみ贅ス の支援|こ政グ″む》

□障がい者制度改革推進本部における取組
0障 がい者制度改革推進会議の議論を踏まえて、障害のある子どもの支援

を含む障害者制度の改革を推進します。

ロライフステージに応じた一貫した支援の強化

・ 地域において障害のある子どもとその家族を支えていく体制を整備する

とともに、乳児期、就学前、学齢期、青年期、成年期などライフステージ

に応じて、保健。医療・福祉 0教育・就労などめ連携した支援を行います。
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□障害のある子どもの保育

・ 障害のある子どもの専門機関である障害児通園施設や児童デイサービス

について、地域への支援を強化する観点から支援を行 うとともに、子ども

の育ちに必要な集団的な養育のため、保育所や幼稚園等における障害のあ

る子 どもの受入れ体制の整備促進を図 ります。

□発達障害のある子どもへの支援の充実

・ 発達障害のある子どもの早期発見、早期の発達支援、ライフステージに

:対応する一貫した支援や家族への支援など、地域における支援体制の充実

を図ります:                       .

□特別支援教育の推進

・ インクルーシブ教育システムの構築とぃう障害者権利条約の理念を踏ま

え、発達障害を含む障害のある子ども一人ひと:り のニーズに応じた二貫し

た支援を行 うために、関係機関等の連携により学校現場における特別支援

教育の体制整備を進めるとともに、教員の特別支援教育に関わる専門性の

向上等により、特別支援教育の推進を図ります。

《児童虐″′防止チるととるた、を会的養護 九́実する》

□児童虐待防止に向けた普及啓発 (オ レンジ リボン 。キャンペーン)

0 児童虐待の現状を広く国民に周知するとともに、オレンジリボン 。キャ

ンペーン等の啓発活動により、社会全体として児童虐待を防止する機運を

高めます。

El児童虐待の早期発見・早期対応

・ 市町村における「子どもを守る地域ネットワァク (要保護児童対策地域

協議会 )」 の機能強化を図るとともに、相談、支援を行 う児童福祉司等の確

保などにより児童相談所の体制強化を図ります:

また、保育所や幼稚園、小 。中学校等の関係機関における職員等の対応

スキルの向上により、児童虐待の早期発見 。早期対応体制の充実を図 りま

す。

□家庭的養護の推進

・ 児童養護施設等の施設のケア単位の小規模化の推進、里親や小規模住居

型児童養育事業 (フ ァミリーホーム)の拡充など家庭的養護を推進 します。
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□年長児の自立支援策の拡充
。 児童自立生活援助事業 (自 立援助ホーム)な どの拡充、施設を退所した

者等に対する支援の充実を図ります。   .

□社会的養護に関する施設機能の充実                  1
・ 専門的なケアや自立支援に向けた取組、継続的・安定的な環境での支援

の確保等、子どもの状態や年齢に応 じた適切なケアを実施できるよう、現  i
行の施設機能の在 り方の見直しや体制の充実について検討 します。

□施設内虐待の防止

: 改正児童福祉法 (平成 21年 4月 施行)を踏まえ、児童養護施設等に入

所する児童の権利擁識の強化や、基幹的職員 (スーパーバイザー)の養成

研修などケアの質の確保のための取組の推進などによりt施設内虐待 (被

措置児童等虐待)の防止の徹底を図ります。

《定住外国人の子どもなど″|こ配慮カン要な子ども/_― ちへЭ支援を推進する》

□定住外国人の子どもに対する就学支援
・ 「定住外国人支援に関する対策の推進について」(平成21年 4月 )に基

づき、経済上の問題から就学が困難となっている定住外国人の子どもたち

に対する就学支援を引き続き推進します。             ｀

□自死遺児への支援

・ 自殺により家族等を失つた遺児への支援を充実するため、自死遺児支援

に携わる民間団体等に対する研修の充実を図ります。

で子どるの貧困率への取組を″ラタ

□子どもの貧困率について
0子どもの貧困率について、継続的に調査を行いその状況を把握するなど、    ヽ

必要な対応を進めます。
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3.多様なネウ トワークで子育て力のある地域社会ヘ

(9)子育て支援の拠点やネットワークの充実が図られるように

《地域
=こ

お″るデ芦て支援の夕席等の整備及び機能の充実 塑 %》

□平L児の全戸訪問等 (こ んにちは赤ちゃん事業等)

。 乳児家庭全戸訪間事業 (こ んにちは赤ちやん事業)を実施するとともに、

保護者の養育を支援することが特に必要な家庭に対 しては、養育支援訪問

事業等の適切なサービスの提供を行 うなど、切れ目のない支援体制を確立

します。
・

また、出産前において支援を行 うことが必要な妊婦に対 し、訪問等の支

援を行います。  ‐      l

□地域子育て支援拠′点の設置促進

: 子育て家庭等の育児不安に対する相談・指導や、親子が気軽に集 うこと

| のできる場を提供するなどの地域の子育て支援拠点 (ひろば型、センター

型、児童館型)の設置を促進 します。

ロファミリー・サポー ト・センターの普及促進

・ 乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員とし

て、送迎や放課後の預か り等の相互援助活動を行 うファミリー・サポー

ト0セ ンターの普及促進を図ります。

また、病児・病後児の預かりや送迎等の取組についても普及を図ります。

□一時預かり、幼稚園の預かり保育

・ 就労形態の多様化に対応する一時的な保育や、専業主婦家庭等の下時的

に子育てが困難となる際の保育等に対応する一時預かリサービスを拡充す

るとともに、幼稚園の預かり保育を推進 します。

□商店街の空き店舗や小中学校の余裕教室や幼稚園等の活用   ,
・ 商店街の空き店舗や小中学校の余裕教室や幼稚園等を活用 し、地域にお

ける子育て支援や親子交流等の機能を担 う場の設置を促進 します。

□子育て総合支援コーディネーター

。 子育て家庭が適切なサービスを選択し利用できるように、市町村におけ

る子育て支援総合コーディネー ト機能の充実を図ります。
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《地域住民の力の朋 、民間団体の支援、β蘇 蒙 笏 ′腱進 ιます》

□NPO活 動等の地域子育て活動の支援

|  ・ 地域子育て創生プロジェク ト (安心こども基金)の活用等により、子育

て支援活動を行うNPOや 育児・子育てサ

「

クル等の設立支援や養成、ボ

ランティアの育成などを行い、子育て支援活動に対する地域の多様な活動

を支援します。

□地域の退職者や高齢者等の人材活用 ,世代間交流          ‐

0退 職者や高齢者等が地域における子育ての担い手として活躍できるよう

支援するとともに、世代間交流の促進を図ります。

□企業参加型の子育て支援

: ・ 商店街や企業の協賛を得ながら実施 しているパスポー ト等事業を普及さ

せるなど、企業参加型の子育て支援の取組を促進 します。

□官民連携子育て人材育成   .
。 子育て支援に関するNPOの 活動に従事する者の連携の推進を図るとと

もに、自治体、経済界、労働界、企業等における仕事と生活の調和や子育

て支援を推進するリーダーを育成します。

(10)子 どもが住まいやまちの中で安全・安心にくらせるように

く 硝 て 1こ適 ι/_― 倉宕 ″居住環境の確保を図「る》

□融資、税制を通じた住宅の取得等の支援
0子 育て世帯が子育てに適した住宅を取得し、又は子どもの成長に応 じ、

増改築や改修をしやすくできるよう、融資や税制等を活用し、子育てに適

したゆとりある住宅の確保を図ります。

□良質なファミリー向け賃貸住宅の供給促進

: ヽ地域優良賃貸住宅制度や民間供給支援型賃貸住宅制度等により、子育て

世帯等を対象とした優良な賃貸住宅の供給を支援 します。

□公的賃貸住宅ス トックの有効活用等による居住の安定の確保
ι 公的賃貸住宅において、事業主体による子育て世帯等に対する当選倍率

優遇等の対応を推進 します。
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□公的賃貸住宅と子育て支援施設との一体的整備等の推進

: 公的賃貸住宅 。団地の建替え等に際し、保育所等との合築・併設を推進

します。

また、子育て世帯等の居住安定確保に資する先導的取組に係る提案を募

集し、その実現・普及を支援 します。

□街なか居住等の推進

・ 職住近接で子育てしやすい都心居住、街なか居住を実現するため、住宅

の供給や良好な住宅市街地などの環境整備を行います。

《安全/_軍認 ,ι で暮 らせるよう、子芦″ グゞアフグーなどを推進 オる》

□子育てバ リアフリーの推進

・ ユニバーサル・デザインの考え方を踏まえ、都市公園や公共性の高い建

築物、公共交通機関における旅客施設や車両等において、段差の解消や子

育て世帯にやさしい トイレの整備等のバ リアフリー化を推進 します。

□道路交通環境の整備

。 歩行空間のバリアフリー化及び通学路における安全・安心な歩行空間の

確保を図るとともに、あんしん歩行エ リアにおける面的な交通事故対策を

推進 します。

□交通安全教育等の推進

・ 子 どもの発達段階に応 じた交通安全教育を推進するとともに、チャイル

ドシす 卜の正しい使用の徹底や、幼児二人同乗用自転車の安全利用の普及

などを図ります。

□子 ども日線のものづくりの推進 (キ ンズデザイとの推進 )

1 子 どもの安全・安心 と健やかな成長発達につながる生活環境の創出を目

指すため、子 どもの日線でのものづくりを推進 します。
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4.男性も女性も仕事 と生活が調和する社会今 (ワ ーク ロライフ ロバランスの実現 )

(11)働き方の見直しを

《長時間労働の″7.テ クワニク物 義 動き方の見直 鮮

"///_―

環境整備 ´

図る》       .

□ 「仕事 と生活の調和 (ワ ーク・ ライフ ゼ ラヾンス)憲章」・「仕事と生活の調

和推進のための行動指針」に基づく取組の推進

。 「仕事と生活の調和 (ワ ーク・ライァ・バランス)憲章」及び 「仕事と

生活の調和推進のための行動指針」に基づき、政労使、地方公共団体等が

密接に連携 しながら、「仕事と生活の調和 (ワ ーク・ ライフ・バランス)」

の実現に向け、総合的な取組を推進 します。

□長時間労働の抑制及び年次有給休暇の取得促進       :

` 長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進等、労働者の健康 と生活に

配慮し、多様な働き方に対応できるような労使の自主的な取組 (労働時間

等の設定の改善)について、事業主等が適切に対処するために必要な事項

を定めた「労働時間等見直しガイ ドライン」(労働時間等設定改善指針)を

周知します。

また、長時間労働の抑制のための重点的な監督指導等を実施します。

□労働時間等め設定の改善に取 り組む中/1N企業に対する支援 ,助成
。 中小企業における労働時間等の設定改善を促進するため、助成金の支給

などの支援を行います。

ロライフスタイルに応 じた多様な働き方の選択肢の確保

・ 育児・
.介護体業、短時間動務、.短時間正社員制度等の企業令の制度導入・

定着により多様な働き方を推進するとともに、パニ ト労働者の均等 :均衡

待遇の推進、働く意欲 と能力のある女性の再就職や就業継続の支援の促進

など、多様な働き方を選択できる条件を整備します。

ロテレワークの推進 :

・ 子育てや仕事と生活の調和等の観点から、情報通信技術を活用した、時

間と場所にとらわれない柔軟な働き方であるテレワニクについて普及促進

を図ります。
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□農業経営佐笠二

・ 農山漁村において、仕事と子育ての両立が図られるよう、実態調査や普

及啓発等を通じ、子育て期の女性が働きやすい環境づくりを推進します。

″ 芦てへの聞わ グ´促進 ナる》

□男性の育児休業の取得促進 (パパ・ママ育休プラス)       :
・ 父親も子育てができる働き方の実現に向けて、父母がともに育児休業を

取得する場合に育児休業取得可能期間を延長する「パパ・ママ育休プラス」

(日 本版「ノウド・クオータ」)な どの制度の周知と定着を推進し、男性の育

児休業の取得促進を図ります。

□父親の育児に関する意識改革、啓発普及
'・ 父親の育児休業に関する啓発資料や育児休業体験記による周知等により、

男性の育児に関する意識改革や啓発普及を促進します。

□男性の家事・育児に関する意識形成
。 男女が協力して家事・育児に参画することの重要性について、若い頃か

らの教育・啓発を通じて意識形成を図ります。   、 |

(12)仕事 と家庭が両立できる職場環境の実現を    、

《育児 休業制度

“

笏 物 両立支援制度の多 肇 定着及 び靱 業の支援Fと とる/_~.

脅 教 贅 物 再就職支援 塑 %》

□育児休業や短時間勤務等の両立支援制度の定着

0 育児休業、子育て中の短時間勤務 0所定外労働の免除、子の看護休暇等

の育児・介護休業法に基づく制度について、有期契約労働者を含め周知を

図るとともに、企業の制度として定着するよう、指導を徹底します。

また、育児休業給付により:育児体業中の経済的支援を行います。

□両立支援制度を利用しやすい職場環境の整備

・ 両立支援制度を利用しやすい職場環境を整えるとともにく法に定める最

低基準を上回る制度の導入を促進するためt事業主に対する助言や助成等

の支援を進めます。
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□育児休業の取得等を理由とする不利益取扱いの防止

・ 妊娠 。出産、育児休業等の取得などを理由とする解雇その他の不利益な

取扱いの防止に向け、周知や相談を充実するとともに、企業への指導を徹

底 します。

また、育児休業申出書及び育児休業取扱通知書を普及し、下層の改善を

図ります: |

□妊娠中及び出産後の健康管理の推進

・ 企業における妊娠中及び出産後の健康管理の整備を進めるとともに、医

師等の指導事項を的確に伝達するための母性健康管理指導事項連絡カー ド

の活用等により、妊娠中及び出産後の女性労働者に対する適切な健康管理

の推進を図ります。   `

□子育て女性等の再就職支援 (マ ザ~ズハローワーク事業)

・ 子育て等のために離職 した者の再就職を総合的かつ一貫して支援するた

め、マザーズハローワーク事業による再就職支援の充実を図ります。

甲男女雇用機会均等の確保による就業継続の支援
0 男女が職場で十分に能力を発揮しながら、出産 。子育てができる環境整

備の観点から、公正公平な人事評価 :処遇を含む企業におけるポジティブ・

アクションの普及促進を図ります。

《企業 3/_琺″ る取組の √万え秘 Zy/_―よグ6ラ ー段の取組 を推進 オる》

□企業経営者等の意識変革 .

・ 企業とそこで働く者が、協調 して生産性の向上に努めつつ、職場の意識

や職場風土の改革とあわせ働き方の改革に自主的に取り組めるようt企業

経営者等の意識変革を図るための研修や周知啓発等を図ります。

□一般事業主行動計画 (次世代育成支援対策推進法)の策定 。公表の促進

・ 企業における次世代育成支援に関する取組が推進されるよう、中小企業

を含め、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定を

促進します。また、一般事業主行動計画及び企業の次世代育成支援の取組

全体の公表を促進します。               '
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□次世代認定マーク (く るみん)の周知 `取組促進
‐・ 次世代認定制度及び次世代認定マーク (く るみん)の広報・周知に努め、

企業が認定の取得を目指して、次世代育成支援対策の取組に着手するよう

インセンティブを高めます。

また、認定企業の取組の好事例について、幅広く発信 し、更なる企業の

次世代育成支援の取組を促進 します。

□顕彰制度等による積極的取組企業の社会的な評価の推進

・ 「均等・両立推進企業表彰」(フ ァミリー・フレン ドリー企業部門表彰な

ど)の頭彰制度等により、積極的取組企業の社会的な評価を推進します。

□入札手続等における対応     ｀

・ 仕事と生活の調和等の企業の取組を促進するため、入札手続時において
｀

競争制限的とならないよう留意しつっ企業努力を反映するなど、インセン

ティブを付与することについて、検討 します。
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施 策 に 関 す る 数 値 目 標

(注 1)市町村のニーズ調査の集計結果を基に設定しており、新たな次世代育成支援のための包括的・―元的な制度の構築を視野に入れた数値目標である。

(注
r)二震る暮賃唇蟻集絶F垣盲籍ef磨歪薫曇暑零魯3電簿農食書扇槽言畠菅ξ広毎像るF性?就

業率の上昇を勘案し、平成26年度までに35%の保育サービス

(注 3)新たな次世代育成支援のための包括的・―元的な制度の構築を視野に入れる必要がある。

(注4)平成29年度に40%(小 学1～ 3年サービス提供割合)に達する着在需要に対 し、平成26年度までに32%のサービス提供割合を目指すものである。

項 目
現 状
(平成20年度)

※もしくは直近のデータ

目 標
(平成26年度)

新生児集中治療管理室 (NICU)病 床数
(出生 1万人当たり)

21.2床 25～ 30床

不妊専門相談センター 55都道府県市 傘都道府県・指定都市・中核市

平 日獲:間の保育サービス は1)

認可保育所等

(3歳未満児 )

215万 人 (H21年 度見込み)

(フ 5万人)

241万 人 (注 2)

(102万人)

際庭畠凛育輌鋤
|

O. 3E/\ (Hzl+EB[a]) 1.9万 人 は2)

延長纂の保育サービス 粧 1)

延長保育等 フ 9万人 (H21年 度見込み) 96万 人

77か 所 280か 所

|卜 うキライトステイ(内数)

|

304か 所 410か 所

その他の保育サービス は1)

休日保育 7万人 (H21年 度見込み) 12万人

病児・病後児保育 延べ 31万人 延べ 200万 人
※体調不良児対応型は、すべての保育所において取組を推進

認定こども園 3 5 825\FF (H2r.4) 2,000か 所以上 く‖24年度)∝ 3)

放課僣子どもプラン 「放課後子どもプラン」などの取組が、全国の
小学校区で実施されるよう促す (H24年度)

放課後児童クラブ 健1) 8 1 75'z\ <ttzt.sl 111万 人 は4)

放課後子ども教室 8, 719f\FF (H21.4)
「放課後子どもプラン」などの取組が、全国の

小学校区で実施されるよう促す (H24年度)

-31-



〆

項 目
現 状
(平成20年度)

※もしくは直近のデータ

目  標
(平成26年度)

常時診療体制が確保されている
小児救急医療圏数

342地 区
全小児救急医療圏

〈※364地域(平成20年9月 1日 現在))

ひ と 親家庭への支援

自立支援教育訓練給付金事業 88. 7%
全都道府県・市・福祉事務所

設置町村

高等技能訓練促進費等事業 74. 3% 全都道府県・市・福祉事務所
設置町村

社会″]養護の充実

里親σ拡充

里親等委託率 10. 4% 16%

専門里親登録者数 495世 帯 800世 帯

暫是看墨鐵拠く)

5, 805世 帯
(H21.10)

8,000世 帯

小規模住居型児童養育事業 (フ ァミリー

ホーム)

140か 所

児童養護施設 56フ か所 610か 所

小規模グループケア 446か 所 800か 所

地域小規模児童養護施設 1フ 1か所 300か 所

児童自立生活援助事業 (自立援助ホー

ム )

54か所 160か 所

ジョートステイ事業 613か 所 870か 所

児童家庭支援センター 71か所 120か 所

緒障害児短期治療施設 32か 所 4フ か所

子どもを守る地域ネットワーク (要保護児童
対策地域協議会)の調整機関に専門職員を
配置 している市町村の割合    ‐

58. 3%
(H21.4)

80%(市 はすべて配置 )

個別対応できる児童相談所一時保護所の

環境改善
35か 所 (H21.4) 全都道府県・指定都市・児童相談所設置市
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項 :目
現   状

(平成 20年度 )

※もしくは直近のデータ

目   標
(平 成26年度)

乳児家庭全戸訪問事業 1,512ifi-Htl(H2t.7) 全市町村

養育支援訪間事業 9 e 6fifft{ rHzr.l 全市町村での実施を目指す

地域子育て支援拠点 71 1 00か 所  (H21年度見込み)

(市町村単独分含む)

10, 000か 所

ファミリー・サポート・センター事業 570市 町村 950市 町村

時預かり事業 粧́1) 延べ 348万 人 延べ3,952万 人

商店街の空き店舗の活用による子育て支援 49か 所 100か 所

小学校就学の始期までの勤務時間短縮等
措置の普及率

25. 3% 33. 3%

次世代認定マニク (く るみん)取得企業数 652企 業 2, 000企業

ポジティブ・アクション取組企業の割合 20. フ0/o(H18年 度) 40%超

学校教育関係

1大

学等奨学金事
蕃

の充実

1基
塁適格申請者に対する採用率 92.4% 基準を満たす希望者全員への貸与に向け努力

(注 1)市町村のニーズ調査の集計結果を基に設定しており、新たな次世代育成支援のための包括的・―元的な制度の構築を視野に入れた数値目標である。

□現状には、補助金等の交付決定ベース等の「市町村Jや「か所数」等を含むため、今後、変動があり得る。
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【参考指標】

※ 以下は、「子ども 日子育てビジョン」に関連する指標で、これまでの計画・合意等により

定められているものである。

□ (※ 〉を付した項目は、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」 (平成19年 12月 仕事と生活の調和推進官民トップ会議決定)において政労使の合意として定められた

ものであり、平成24年及び平成29年における日標を掲げている。

項 目
現 状
(平成 20年 度 )

※もしくは直近のデータ

目 標
(平成26年度)

男性の育児休業取得率 (※ ) 1. 23% 5%
(H24年 )

10%
(H29年 )

第1子出産前後の女性の継続就業率 (※ ) 38.0%(H17年 )

45%
(H244F)

55%
(H294「 )

6歳未満の子どもをもつ男性の育児・家事
関連時間 (※ )

't Ebt= U 6 oJ:\ tHte+l
1日 あたり
1時間 45分

(H24そF)

1日 あたり
2時間 30分

(H294F)

労働時間等の課題について労使が話 し合いの

機会を設けている割合 (※ )

46.2%(H20年 )

60%
(H24年 )

全ての企業
(H29年 )

週労働時間 60時間以上の雇用者の割合 (※ ) 10.00/o(H20年 )
2割減
(H24`F)

半減
(H29`F)

年次有給休暇取得率

“

47.70/o(H19年 )

60%
(H24年 )

完全取得
(H29年 )

ァ レ5 ― ク

在宅型テレワーカ= 約330万 人 ft,\7 o onL $27+)

就労人口に占めるテ レワーカー比率 (※ ) 15.2% 20% (H22年 )

就業暑 (※ )

男性2b～ 34歳 90.6%(H20年 )

93～ 94%
(H24′F)

93～ 94%
(H29年 )

女性25～ 44歳 65. 8%(H20年 )

67～ 70%
(H24年 )

69～ 72%
(H29年 )

フリ‐ターの数 (※ )

170万 人 (H20年度)

(H15年にピァクの217万人)

162. 8万 人

(ピーク時の3/4に 減少)

(H24′「 )

144. 7万 人

(ピーク時の2/3に 減少)

(H29`F)

ジョブ・プログラム修了者数
40万 人 鰤24年度)

(デ ョフ・ カード制度「全国推進基本計画」 (平成20年 6月 シ・ョフ・・カード推進協議会 )

ジョブ・カー ド取得者数 6.5万 人
100万 人 o24年 度)

(プ ョフ・・カード制度「全国推進基本計画」 (平成20年6月 デョフ・・カード推進協議会)
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項 目
現 状
(平成 20年度 )

※もしくは直近のデータ

目  標
(平成26年度)

地域 ぐるみで子どもの教育に取 り組む
環境の整備

字校叉機地域本部の
設置か所数

2,396か 所 (H2110)

家庭教育支援の取組 (地域
住民による相談対応や学習
機会の提供等)を実施する
市町村数

332市町オ寸

`Yサ
tRtti螢娑 丞 妻 童 当 堂 鮨 翡 ヽ

=国
の甲字夜区で地域が字校 を支援する

仕組みづくりが実施されるよう促す (H24年度

'

全国の
羹聰:飛憲r智おξ電野轟鼻

支
抒
が

「食≠」の普及促進

食育に関心を持つている国民の割合 72. 20/o(H21.3) 90%以 上 (H22年度)

食育の推進について取組をしてし`る
市町村の割合

8フ . 10/o(H17年 度) 100%

障害のある子どもへの支援

児童デイサービス事業のサービス提供星 22.2万 人 日分
(H19年 度)

34万人日分 (H23年度)

共同住宅のうち、道路から各戸の玄関まで
車椅子・ベビーカーで通行可能な住宅
ス トックの比率

0%(H15年度) 2 5%(H27年 度)

歩いていける身近なみどりのネットワーク率 約 6 6% (H19年度) 約7割 (H24年度)

子育てのバ リアフリー

特定道路キにおけるパリアフリー化率

*駅、官公庁施設、病院等を相互に連絡する道路のうち、多数の
高齢者、障害者等が通常徒歩て移動する道路の区間として、指定
された道路

51%(H19年 度) フ5%〈 H24年度)

主要な生活関連経路における信号機等の
パリアフリー化率      . 86% 1 O Oo/o (H24+E)

旅客施設すのパリアフリー化率

■1日 当たりの平均利用者数が 5千人以上の旅客施設 (鉄軌遺
駅、バスター ミナル、旅客船ターミナリレ、空港旅客ターミナル)

71. 6% 1000/0(H22年 度)

園路及び広場がバリアフリー化された都
市公園の割合 約 4 4%(H19年 度) 約 5割 (H24年度)

不特定多数の者等が利用する一定の建築
物 *のバ リアフリー化率

*百貨店、劇場、老人ホーム等の不特定多数の者又は主に高齢
者、障害者等が利用する建築物について、床面積2000ぶ以上のも
のを新築等する際に段差解消等のパ リアフリー化を実施

4 4o/o (Hl9+F) 約50%(H22年度)
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項 目
現 状
(平成20年度)

※もしくは直近のデータ

目 標
(平 成26年度)

子育てのパ リアフリー

リヾアフリー化された鉄軌道車両の導入

1合
41. 3% 約 50%鰤 22年度)

低床化されたバス車両の導入割合 41. 7% 100%(‖ 27年度)

ノンステップバスの導入割合 23. 0% ft!soo/o$22q.tr)

リ`アフリー化された旅客船の導入割合 16. 4% 約 50%(H22年度)

バリアフリァ化された航空機の導入割合 64. 3% 約 65%(H22年度)

タクシーの導入台数 10, 742台 約 18, 000台 G22年度)

あん じん歩行エリア内の歩行者・ 自転車死傷

事故件数

2割抑制 (H24年 )

(平成19年と比較)

□現状には、補助金等の交付決定ベース等の「市町村」や「か所数」等を含むため、今後、変動があり得る。
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(参考 )

新たな次世代育成支援のための包括的 :一元的制度設計に係る主要な子育て支援
サービス:給付の拡充に必要な社会的追加コストの機械的試算

(ビジョンの最終年度(平成26年度)の姿)

※施設整備費
【保育サービス】+約700億 【放課後児童クラブ】 +約 100億 【社会的養護】+約 70億

「預為花、■墨罫品覇蘇優
董暮星I墨は異文』恩鱚ξ翼こ燻曇「「TI`~II11

・注1 重点戦略における「仕事と生活の調和の実現と希望する結婚や出産・子育ての実現を支える給付・サービスの社会的なコストの推計」を置き換えたものである。
・注2平成29年度の額は、さらに女性の就業率上昇等が進んだ場合の必要額。
・注3平成22年度まで財源措置されている14回分の費用負担のうち、平成20年度第2次補正で拡充された9回分を継続した場合。
・注4育児休業給付については、現在実施している雇用保険制度からの給付として試算したものではない。                              '
・注5放課後対策においては、「放課後子どもプラン」(放課後児童クラブ、放課後子ども教室)な どの取組が広く全国の小学校区で実施されるよう促す。
・注6幼児教育と保育の総合的な提供(幼保一体化)の在り方の検討により、数値は変動する。
,注7ビジョン期間中の費用は、現在の費用に量的拡大分のみを加えて、粗く機械的に試算すると、おおよそ、運営費で約10兆円t施設整備費で約0.3兆円となる。

iEtJEEFEfi: #liJ//bH c+eru+d) (- fir.bjgH r#mzg+*ii :', , .r 'rl

ft'fE4l*t$U>t=#ffifinilf #! r . 6rhFl (+fi26+tr) [-frlr.erbH (rFEEze+E))

【認可保育所等】    十約3,000億

【放課後児童クラブ】   +約 300億

:雇[檄 裸日口逸真箸轟
車

【一時預かり】   +約 800億

【妊婦健診】    十約700億帷3)

【地域子育て支援拠点】+約 26o億

【社会的養護】

+約200億

制度的見直しを行うと ○認可保育所の利用料1割とした場合
○育児休業給付・仮に給付率80%とした場合

+約 6,900億

+約 2000億した場合の機械的試算



(参考)新たな次世代育成支援のための包括的・一元的な制度構築に向けての検討事項

① 育児体業～保育ん放課後対策への
切れ日のないサービス

② 利用者本位の仕組みの導入

※利用者 (子ども)中心

※潜在化した需要を顕在化

③・多様な利用者ニーズヘの対応
・潜在需要に対応した量的拡大

④ 地域の実情に応じたサービス提供

⑤ 安定的・継続的に費用確保

・幼保一体化を含め、多様なサービスメニューを整備
・すべての子育て家庭を対象・ロロ働く家庭も専業主婦家庭も

利用者本位の保育制度に向けた抜本

的な改革

・市mT村の責務の下、利用者と事業者の間の公的保育契約
制度の導入

・利用者への例外ないサービス保障 (認定による地位の付

与と保育に欠ける要件の見直し)     ,
「利用者補助方式今の見直し

多様なサービスメニュー

・家庭的保育、小規模サービス、地域子育て支援 等

イコールフッティングによる株式会社・NPO等
の事業者の参入促進

・客観的基準による指定制の導入      「
・施設整備費、運営費の使途範囲、会計基準等の見直し

E…Ⅲ……

社会全体 (国・地方・事業主日本人 )

による費用負担 (財源確保)

IIIIII11)))〉

‥
ω
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子育て支援サービスのための

包括的・一元的な制度を構築




